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１. 市街地復興事業の概括  

（１）東日本大震災の津波被害の概要  

２０１１（平成２３）年３月１１日１４時４６分、三陸沖を震源とするマグニチュード９．０

の地震が発生し、宮城県栗原市で震度７を観測するなど、東日本を中心に北海道から九州地方に

かけての広い範囲で揺れを観測した。さらに、地震の直後から東日本の沿岸各地に巨大な津波が

押し寄せ、三陸沿岸では多くの地域で２０ｍを超える浸水高を記録。岩手県宮古市では遡上高４

０ｍを超える津波が襲来した。 
東日本大震災は、死者１万５８９９人、行方不明者２，５２９人という深刻な被害をもたらす

とともに、全・半壊建物は４０万４，８９３戸、避難者はピーク時で４６万８，６５３人に達し、

未だ約４万２千人の方が避難生活を送るという、未曽有の大災害であったが、復興に向けた歩み

が着実に進められてきた。 
 

 
 

  

 
  

【東日本大震災の被害概要】 



3 
 

（２）被災直後における国や地方公共団体の取組  

震災後の４月には、政府において「東日本大震災復興構想会議（議長：五百旗頭真氏）」が設置

され、復興構想について幅広く議論されるとともに、６月には、災害時の被害を最小化する『減

災』の考え方を主体とする「復興への提言～悲惨のなかの希望～」が提言された。その中では、

防災集団移転促進事業等の既存復興関係事業の改良・発展が謳われ、これを踏まえ、各種制度の

改正等の取組が進められた。 
また、被災市街地の各自治体においても、早い時点で復興に向けた構想の策定への取組が始ま

り、多くの市町村で震災後１ヶ月が経過した頃から復興に向けたビジョン・構想の策定や公表が

行われるとともに、具体的な復興計画（※１）の策定に着手しようとする動きも始まっていた。 
一方、これら復興計画の策定は市町村が行うものであり、そのための調査も市町村が事業主体

となるのが通常であるが、被災自治体では避難者対応や当面の復旧対応、さらに庁舎の流失損壊

や職員の被災等により、自治体による詳細な調査の実施・分析等は難しい状況となっていた。そ

こで、国土交通省においては、自治体の復興計画策定のための資料を提供することを目的に、「津

波被災市街地復興手法検討調査」を実施した。沿岸の津波被災自治体４３市町村においては、こ

の調査成果を活用しつつ、復興計画やその後の復興まちづくり計画（※２）の策定が進められ、

１年後の２０１２年３月までに３９市町村で復興計画が公表されるなど、復興事業の具体化に向

けた取組が進められた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 復興計画…被災自治体全域での復興に関する理念や目標、目標に向けた各種施策等を体系

的にとりまとめた計画 

※２ 復興まちづくり計画…主として被災地域での復興まちづくりに関する復興パターンや基盤

整備方針等をまとめた計画 

【被災地市町村における復興計画の策定状況】 
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（３）市街地復興事業の全体像 

国土交通省都市局所管の市街地復興事業においては、①被災地からの移転については、「防災

集団移転促進事業」による、市街地あるいは集落部における住宅地の高台への移転、②被災した

現地での面的な復興については、「土地区画整理事業」による、被災前の権利関係を保全しつつ、

嵩上げも含め、より安全性の高い市街地としての再整備、③拠点機能の早期整備については、「津

波復興拠点整備事業」による、中心拠点における用地買収方式での速やかな整備という、主とし

て３つの市街地復興事業が、それぞれの特質を生かしつつ活用された。 
このうち、「防災集団移転促進事業」では、浸水区域（移転元地）から約３．７万戸の住宅を移

転させるとともに、主に高台のエリアにおいて、移転先となる住宅団地を計３２１地区、約８，

４００戸整備することで、被災地域からの住居の移転を支援した。移転先については、新規の住

宅団地の造成のみならず、スポンジ化した既存集落への差し込みや、複数の小規模集落をコンパ

クトに集約した移転先の整備等地域の状況に応じた工夫が進められた。一方で、移転元地につい

ては、民間商業施設等の新たな賑わい拠点や、大区画の農地として活用された。 
 
       防災集団移転促進事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
i. 岩手県宮古市の田老地区では、防災集団移転促進事業により、被災した住宅の移転先とし

て、安全性の高い住宅団地を整備している。 
ii. 宮城県山元町の新山下駅周辺地区では、移転促進区域において農地の大区画化を図り、地

域の特産品であるいちごやりんごの効率的な栽培を行っている。 
 
 
 
 

制度概要 

事例 
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また「土地区画整理事業」は、計約１，８８９ｈａ、６５地区（うち、住居系：５０地区、非住

居系：１５地区）において実施され、被災地域において約９，４００戸の住宅用地を提供したほ

か、職住一体の地域づくりや、産業用地の整備等を支援した。特に、中心市街地が被災を受けた

地域等においては、駅を中心にコンパクトな嵩上げ市街地にまちを集約したり、被災前の権利関

係の保全という特長を活かして、震災前のまちの面影を残しながら新たな市街地整備等が進めら

れた。 
        

土地区画整理事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii.) 新山下駅周辺地区（宮城県山元町） i.) 田老地区 

（岩手県宮古市） 
（農林水産省ＨＰより抜粋） 

（H29.1 撮影／宮古市提供） 

制度概要 

（被災直後／宮古市提供） 
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】 
i. 宮城県名取市の閖上地区では、土地区画整理事業により公共施設の再整備や地盤の嵩上

げを行うとともに、住宅地と商業地等の再編を実施。地区内に小中学校や商業施設を重点

的に整備し、新規の転入ニーズの創出を図っている。 
ii. 宮城県石巻市の新門脇地区では、震災前の小学校や寺社等の配置を活かし、街の面影を残

しながら新たな市街地を形成している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
さらに、「津波復興拠点整備事業」では、計約２８２ｈａ、２４地区において、災害時の活動拠

点として機能する施設や、生活を支える公益的施設用地の整備を支援するとともに、早期に地域

の核となるエリアを形成し、新たなにぎわいの創出に貢献した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例 

i.) 閖上地区（宮城県名取市） 

 寺社・墓地

 旧門脇小学校 

ii.)新門脇地区（宮城県石巻市） 

（出典：かわまちてらす閖上ホームページ） 

（ＵＲ都市機構提供） 
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       津波復興拠点整備事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

i. 岩手県陸前高田市の高田南地区では、壊滅的な被害を受けた中心市街地に、大型商業施設、

小規模店舗、公益施設等が一体となった生活の拠点を整備した。 
ii. 宮城県気仙沼市の朝日町地区では、被災した波板地区の複数の造船事業者が共同で「株式

会社みらい造船」を立上げ、事業で整備された拠点に集団で移転している。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
なお、「防災集団移転促進事業」及び「土地区画整理事業」による民間住宅用地等宅地 計約

１．８万戸分は、全再建戸数１３．５万戸の１割強を占めるとともに、これ以外にも災害公営住

宅の用地として一部活用もされている。両事業の全体に占める割合は小さいものの、民間宅地の

供給が少ない地域（半島部等）において漁業従事者等の被災地周辺での住まいの再建等に一定の

役割を果たしてきた。 
 
 
 

制度概要 

事例 

i.) 高田南地区（岩手県陸前高田市） ii.) 朝日町地区（宮城県気仙沼市） 

（気仙沼市提供） （陸前高田市提供） 
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（４）復興事業を支えた特例制度等 

東日本大震災からの復興を強力に進めるため、平成２３年１２月２３日には、東日本大震災復

興特区法が施行され、復興交付金制度による、復興地域づくりに必要な事業の一括化及び地方負

担の軽減、防災集団移転促進事業の要件緩和等が図られた。 
さらに、住宅再建・復興まちづくりは被災地復興の最優先課題であったことから、平成２５年

以降、工事の早期着手や、用地取得の迅速化、発注者支援など、１００近い「加速化措置」が次々

と打ち出され、例えば土地区画整理事業においても、起工承諾の活用による造成工事の前倒しや、

公示送達の活用による所有者不明土地への対応、二段階仮換地指定といった措置が取られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （復興庁 HP より抜粋） 

【復興交付金の概要等】 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

  

【市街地復興事業の加速化措置等】 
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（５）市街地復興事業の事業期間 

これらの措置の結果、復興事業の進捗については、例えば防災集団移転促進事業については、

平均して震災から２年６か月で造成工事着手、それから１年７か月で造成完了に至った。また、

「換地」という手法上、買収型の事業と比べて地権者調整に一定の時間を要する土地区画整理事

業についても、平均して震災から２年１０か月で着工、それから４年で造成完了しており、通常

の事業と比べて施行期間は約１／４程度に短縮されている。 
震災直後における膨大ながれきの撤去、多くの行方不明者等の捜索、避難者の仮住まいの確保

等の厳しい状況下での復興計画の策定であったこと、離散した被災者の方々等の合意形成の困難

さ、被災地における造成規模の大きさ等に鑑みれば、市街地復興事業が復興・創生期間の１０年

間で概成に至ったことは、被災者及び地権者の方々の理解、被災自治体職員及び応援の派遣職

員、事業支援に入った都市計画コンサルタント、ＵＲ、施工会社等の関係者の成果ということが

できる。 
一方で、事業規模に比していかに迅速に行われたとしても、被災者の生活再建の観点からは事

業期間が長いという意見もあり、今後の復興においては、被災者意向に対応しつつ、安全な市街

地の形成のために必要な復興事業を、より一層スピード感をもって進めていくことが求められて

いる。 
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（６）計画規模の設定 

市街地復興事業の規模の根拠として復興まちづくり計画や具体の事業計画に位置付けられる計

画人口については、各被災自治体が、被災住民等の意向把握に基づき検討し、設定することで取

組が進められてきた。まずは、住民アンケート等の結果を踏まえながら、当初の計画人口を策定

し、その後も、時間的にも内容的にも変化していく被災住民等の意向を段階的・継続的に把握し

ながら、適宜計画変更を実施した結果、全体的には、都市計画決定時から最終の事業計画変更ま

での間に、計画人口は約１５％縮小されたところである。 
これらの、計画人口の縮小に対応するため、計画区域の見直し縮小、住宅系から産業系への土

地利用の見直し、需要が確実で早期造成可能な地域からの先行的な事業実施、事業区域を区分し

た上で需要を見ながら段階的に事業着手するなど、ニーズの変化に基づく計画の修正や、ニーズ

変化に対応できるような事業の進め方に取り組んできた。 
これらの取組の結果、現時点（令和２年１２月時点）では防災集団移転促進事業については、

整備した住宅団地のうち、平均して約９６％の土地が活用されている。また、土地区画整理事業

についても、平均７割程度の土地が活用されているが、高台や農地に新たに市街地を造成する事

業については、平均して約９割と、高い土地利用がなされている一方で、土地の活用率が低く、

今後の土地活用への取組が必要となっている地区もある。さらに、現在は土地活用が図られてい

る地域においても、将来の人口減少への対応が求められている。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

地区（計３２１地区） 

（％） 

【防災集団移転促進事業の土地活用率】 
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〔現地再建〕                   〔嵩上再建〕             〔新市街地整備〕    〔嵩上再建＋高台移転〕 

※土地区画整理事業住居系 50 地区の R2.12 末時点の
土地活用率を、４(２)で示す復興パターンごとに整理 

※本グラフは、住居系の土地区画整理事業５０地区について、都市計画決定時から換地処分までの計画人口の推
移の傾向を示したものであり、各地区の事業計画変更回数や事業期間等とは一致しない。 

【土地区画整理事業の土地活用率】 

【計画人口の推移（土地区画整理事業）】 
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（７）市街地復興事業の課題と本検証委員会の目的 

このように、これまでの市街地復興事業においては、土地の利活用の遅れによる空き区画の多

い地区への対応、将来の人口減少への対応等が求められており、人口減少局面における復興のあ

り方、被災者意向把握の難しさ、現時点における土地の利活用の進捗や、事前・事後の土地利用

マネジメントの必要性等、いくつかの課題や教訓も浮かび上がってきている。例えば、 
・ 復興における課題は、人口減少や高齢化、人口の大都市集中といった、まさに平時での課題

でもある。災害はトレンドを加速させると言われる中、被災してから復興計画や復興まちづく

り計画を考えるのではなく、平時からどのように事前復興まちづくりを考えていくべきか。 
・ スピード感ある事業実施と、時間をかけた住民意向の把握・反映との間には、トレードオフ

の関係はあるが、住民の方々への十分な情報提供をもとに、一人一人の住民の方から丁寧に、

かつ段階的・継続的な意向把握をしつつ、土地利用ニーズを踏まえた適切な事業規模の設定、

持続可能なまちづくりをどのように進めていくか。 
・ 将来的な社会構造の変化にも対応した、事業後における土地の利活用・マネジメントを見据

えた取り組みが重要である。復興を変革の契機として、どのように所有から利用の観点で復興

計画や復興まちづくり計画を考えていくべきか。 
といった各点である。 

東日本大震災からまもなく１０年が経とうとしており、市街地復興事業が概ね完了しようとす

る中、これまでの事業を検証していく必要があることから、国土交通省では、関係省庁とも連携

し、市街地復興事業の検証を行い、今後の大規模大震災に向けて課題の整理等を行うため、令和

２年６月より「東日本大震災による津波被害からの市街地復興事業検証委員会」を設けて検討を

行ってきた。 
次章以降は、検証委員会における様々な議論や提言をもとに、今後の大規模災害に向けた課題

や教訓について整理したものである。 
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２. 復興計画・復興まちづくり計画の策定に向けた基本的な考え方 

（１）人口減少・高齢化等を踏まえた計画策定の必要性  

（特徴と課題） 
東日本大震災の復興においては、復興市街地の計画規模は、基本的に被災者の住宅再建に対す

る意向調査を踏まえた計画人口に基づき、その規模を定めてきた。しかしながら、復興計画の策

定初期においては、被災者の意向が未定であったり、その後の意向の変化により、計画規模の見

直しが求められる地区が発生した。一方で、復興事業の加速化も求められる中、担当者は苦労を

しながらも、計画規模の見直しの調整作業が進められた。 
特に、復興計画の策定に着手した段階では、住まいの早期再建を望む住民･事業者の意向を踏ま

え、意向が未定の方々も一定程度存在することを前提としつつ、推計に基づく想定人口により計

画規模を定める場合もあった。その一方で、家族間の意見調整まで含めた世帯ごとの意向把握、

さらには一人一人に対する個人面談といった丁寧な意向把握の実施や、将来的な計画規模の変更

を見越した継続的な意向確認、さらにこれらを踏まえ、事業規模や計画内容の見直し、段階的な

整備実施等を進める自治体も存在した。 
（教訓） 

我が国の人口は２００８年をピークに減少に転じ、また高齢化率も東日本大震災時の２３．３％

（２０１１年）から２８．４％（２０１９年）と、高齢化も進行する中、これからの復興計画は、

人口減少や高齢化の進行等といった、中長期的な社会構造の変化を十分に踏まえた内容となるよ

う検討されるべきである。また、高齢化がもたらすコミュニティを支える人材の減少や、ポスト

団塊世代以降の人々のふるさと意識の変化・希薄化等を踏まえた、東日本大震災時とは異なる、

人口移動等も見据えた復興計画が求められる可能性にも留意すべきである。 
さらに、具体の事業を想定した復興まちづくり計画の策定段階においては、被災者の意向調査

をはじめとした実際のニーズをはじめ、震災による社会変化を踏まえた現実的なニーズ・需要を

冷静に見極めた上で、利便性や魅力といった人々を引き寄せる磁力を高めるためにも、エリアご

との土地利用計画から、個々の敷地まで、実際の「利用」のニーズ・需要に叶う内容とすべきで

ある。 
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 【事例】 

i. 宮城県石巻市では、意向調査結果から各地区で行う事業概要を取りまとめるとともに、地

区間の人口移動を確認し、市全体での事業規模の調整を図った. 
ii. 岩手県大槌町の町方地区では、人口減少の流れを想定し、旧市街地を駅周辺に集約し、コ

ンパクトな規模で市街地の再生を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

事例 

コンパクト化 

i.) 宮城県石巻市 

ii.) 町方地区（岩手県大槌町） 

（ＵＲ都市機構提供） 

図書館やふれあいセンターが集約した「おしゃっち」 
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（２）総合的・俯瞰的な観点を踏まえた計画のあり方  

（特徴と課題） 
復興においては、市街地の復興事業のみならず、防潮堤の整備をはじめとした様々なインフラ

整備が、それぞれの計画のもと、同時並行的に行われた。例えば防潮堤の計画を県が行い、それ

と並行し市町村が復興市街地の地盤高の計画をする等、復興という限られた時間の中で計画策定

が行われてきた。 
これらのインフラ整備とまちづくりの総合的な検討を進めていくため、例えばまちづくり協議

会など行政と民間が参画する一体的な組織を中心にまちづくりを進めるといった取組も行われて

きた。 
（教訓） 

インフラ整備の内容とまちづくりとは、それぞれの事業主体により検討される傾向にあるが、

これらの様々なインフラ整備とまちづくりが組み合わされた総体についても、例えば地域のまち

づくり組織を活用すること等を通じて、地域全体を俯瞰して、利便性、安全性、経済性等から再

度検討するなど、それぞれの地域における価値や基準に基づいて、総合的に内容を評価しつつ策

定することが重要である。 
さらに、市街地の復興は、住宅再建のみならず、例えば、様々な店舗や生活利便施設等の立地

について生活や雇用等の面からも不可欠であるため、これら商業機能が存立できるような計画規

模としてその誘導を図る、あるいは、地域の歴史・自然といった、地域にとって重要な様々な地

域資源を活用したまちづくりをトータルで行う、公共施設だけでなく民間敷地との調和のとれた

デザインを考えるなど、個別に検討して最適解を導くのではなく、全体最適がもたらされるよう

な、分野横断的な総合的な観点を踏まえて計画を策定することが重要である。 
 
 
i. 宮城県女川町の中心部地区では、堤防の陸側の市街地を嵩上げ整備し、海岸堤防を市街地

に取り込んで海までの連続性を確保している。 
ii. 福島県の津波被災地では、県が津波防災緑地を整備してL2津波に対応する方針をとって

おり、薄磯地区・豊間地区の宅地部分の嵩上げは最小限としている。 
 

 
 
  

事例 

ii.) 豊間地区（福島県いわき市） i.) 中心部地区（宮城県女川町） 

（いわき市より提供） 
（宮城県より提供） 

（福島県より提供） 
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（３）適切な災害リスクに対応した復興計画・復興まちづくり計画の必要性 

（特徴と課題） 
震災直後は被災状況の甚大さにより、被災者感情としてどうしても今後の津波防災に対する安

全性を強く求める傾向にあり、二度と被災を受けないような、リスクゼロを希求する復興計画を

強く志向する傾向が見られた。 
各自治体においては、最大クラスの津波（L２津波）と、発生頻度の高い津波（Ｌ１津波）とい

う、それぞれの災害リスクの想定に対して、これらをどこまで是認するかについて、住民や被災

市町村によって考え方も異なる中、合意形成に時間をかけながら計画策定を進めた。 
（教訓） 

復興計画や復興まちづくり計画の策定に当たっては、計画策定の時間軸を通して、災害リスク

と向き合う環境を整えることも重要である。 
災害リスクを完全にゼロとすることは極めて困難であり、これらの意向の変化が起き得ること

を想定しつつ、ある程度の時間軸を持ち、意向の変化に柔軟に対応しながら、一定のリスクを受

忍・許容することを前提とした復興計画・復興まちづくり計画を考えることも必要である。 
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（４）持続可能性が確保された計画策定  

（特徴と課題） 
震災復興においては、早期の住宅再建を目指し事業が進められてきたが、例えば集落単位の高

台移転が主となった自治体もあり、特にこれら個々の集落が小規模な場合、将来的な持続可能性

への課題を有する可能性が想定される。その一方で、例えば既存の集落の中に移転先を設けるな

ど、一定の人口規模を確保することでより持続可能性を確保するような取組も見受けられた。 
（教訓） 

復興により整備されたまちは、目下の住宅再建のために資するのみならず、将来的にも持続的

に運営・成立されることが重要である。 
したがって、実際のニーズに即した住宅団地の規模とすることはもとより、個々の敷地単位で

見てもニーズにあった住宅の敷地規模とすること、一定のアクセス性を備えること、将来的にも

安定的に後継利用がなされるような一定の人口集積規模を備えること、小規模な集落の場合は生

業の育成策と連携するなど、持続可能性が確保された計画とすべきである。 
なお、復興計画や復興まちづくり計画を策定する当初は、様々なまちづくりの選択肢が広がっ

ているとともに、造成可能な高台や、堤防に守られるであろう低地とを合わせると、利用可能な

土地は被災前より広がっている場合もあるが、持続可能性の観点を踏まえた、適切な規模を有す

る市街地の計画とすべきである。 
  
 

i. 宮城県山元町では、すべての世代が便利で快適に暮らせる「コンパクトシティ」をの理念

のもと、ＪＲ新駅と国道６号を軸に、３地区に集約し、公共施設や商業・福祉施設の整備

によるにぎわいのあるまちづくりを実現。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

事例 

i.) 新山下駅周辺地区、 

新坂元駅周辺地区、 

宮城病院周辺地区 

（宮城県山元町） 

分散されていた居住地を 
新駅を中心に集約化 
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（５）復興は変革の契機 

（特徴と課題）  

東日本大震災での被災地域では、被災者の従前の居住地や生業、ライフスタイル等に基づき、

できるだけ被災前の状況を取り戻すような復興を目指した計画が、その後の被災者の再建意向の

変化等により、その見直しを余儀なくされるなど、被災当初の意向把握の結果が、将来的な利用

ニーズと必ずしも整合しないこと事例も発生した。 

一方で、単に元の町を再建するということではなく、復興を契機に、所有者の土地利用ニーズ

（売却、賃貸）に応じて土地の集約再編を行うことによる、賑わいの創出の核となる拠点形成を

図ったり、複数の居住地域を集めてコンパクトに集約した上で、人々の生活に必要な各種施設を

整備したり、あるいは、事業継続意向のある商店等を集積して、賑わいのある商店街を再建する

ため、商業・業務系の土地利用を再編する取組が実施された。 

（教訓） 

平時におけるまちづくり、特に既成市街地におけるまちづくりは相当の時間を要するものであ

るが、大災害からの復興まちづくりは、都市構造を大胆に改変できる機会とも言えることから、

従来からの計画等に捉われるのではなく、時代の変化を積極的に先取りしたビジョンを地域と共

有し、変化に対応した利用を可能にする計画を立案し、また、計画及び事業について、弛まぬ見

直しを図るべきである。 

 
 

i. 宮城県岩沼市の玉浦西地区では、「コミュニティの維持と形成、世代を超えた持続可能な

まちの形成」「住民主体のまちづくりエココンパクトシティ」を目指し、住民参加型でま

ちづくりを検討。被災を受けた６地区から集団で移転し、公共施設の整備も行いコンパク

トなまちづくり・コミュニティの形成を実現した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

事例 

i.)玉浦西地区（宮城県岩沼市） 

（宮城県より提供） 

（宮城県より提供） 
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（６）人の復興と、地域の復興の関係について 

（特徴と課題） 
東日本大震災の復興においては、被災者個々人の生活再建に着目した「人の復興」と、被災地

域としての再建に着目した「地域の復興」という２つの側面があった。「人の復興」という観点

では、応急仮設住宅においても、従来の行政による提供だけでなく、被災者自らが探した物件も

賃貸型応急住宅とみなす措置が設けられたこと、地区外も含めた自力再建の支援策の充実により、

被災者自身による居住地選択をもとにした移転や自力再建が進められた。 
これらは、個々人の早期の生活再建を叶えるものであること、被災者から見ても自らの人生設

計を踏まえた居住地選択が可能であり満足度が高い傾向があること、行政にとっても宅地造成や

公営住宅整備への投資が抑制される等の特徴がある。 
一方で、かかる取組は、「地域の復興」という観点では、被災者が地域外に避難することによ

り復興計画の策定が難しくあること、地区からの人口流出等による地区の持続可能性へ影響があ

ること、現地での自主再建が個別に進むことなどにより、地区全体の復興又は維持管理の阻害要

因となるなど、両者はトレードオフの関係になる場合があった。 
また、復興まちづくり計画検討段階において、これらの住宅再建の支援策の要件は、被災者の

住宅再建意向に大きな影響を及ぼし、計画の合意形成に理解が得られないことや、要件により計

画人口が変化することにより、結果として事業が長期化するなどの課題があった。 
（教訓） 

近年の災害では、「人の復興」の観点からの被災者支援が重要視される傾向にあり、今後の災

害においても東日本大震災と同様の傾向があるものと考えられる。 
したがって、今後の復興計画は、こうした傾向を踏まえつつ、「地域の復興」の道筋や魅力を

明確に提示すること等により、居住意向の惹起や交流人口の創出を図り、両者が協調的に進むよ

うな形で検討されるべきである。 
なお、各種の支援策が充実される中で、真に困窮する方々への支援が薄まることがないように

留意が必要である。 
 

（７）平時のまちづくりとしての事前復興の重要性 

 東日本大震災の復興まちづくりが解決すべき課題は、決して災害からの復興に特有の課題では

なく、その大半は、平時の、普段のまちづくりの課題そのものでもあった。 
したがって、発生した災害に対する対応策、ということではない、あくまで将来を見据えた目

指すべき姿、取り組むべき不易なまちづくりの計画として、事前復興を考えるべきである。 
 一方で、復興計画や復興まちづくり計画を策定するに当当たっては、前提となる災害や支援制

度等が明らかになっていれば、より確度の高い計画となることから、これら対象とする災害や、

個別の支援制度の内容等についても、事前に検討がなされるべきである。 
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３. 復興に関する計画プロセスの留意点について 

（１）被災直後における力強い発信の必要性  

被災市街地の各自治体においては、震災後、かなり早い時点で復興計画の策定への取組が始ま

り、多くの市町村で、発災から 1 ケ月程度で、復興計画の端緒となる理念やビジョン、構想等の

形で、将来に向けた首長等によるメッセージの発信が行われる事例が見られた。 
大災害が発生した直後においては、住民はもとより、行政職員等においても将来への不安や戸

惑い等を覚える中、まずは首長が、復興に向けた基本的な考え方を力強く発信することで、不安

の抑制と将来への希望に繋げていくことが重要である。 
 
 
i. 岩手県釜石市では、市長が各避難所を周り市民との対話を繰り返すとともに、震災から１

か月という時期に市民に向けて復興の基本方針を発表。「撓まず屈せず」という力強いメ

ッセージとともに「目指す方向性」と「復興まちづくりスケジュール」を示した。 
ii. 宮城県岩沼市では、市長が発災直後から避難所訪問や災害 FM 放送を通じて精力的に市

民への情報発信を展開。約 1 ヶ月で基本方針を示すことで、行政の復興への考え方を市

民に伝えた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例 

ii.) 宮城県岩沼市 i.) 岩手県釜石市 

市長による災害 FM 放送(延べ 209 回放送) H23.3.16 避難所で市民に呼び掛ける野田市長 

（出典：復興復旧の歩み（令和 2 年 4 月 釜石市）） （出典：東日本大震災岩沼市の記録（発行：岩沼市） 
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（２）時代を先取りした明確なビジョンの確立と共有 

 東日本大震災においては、人口減少や高齢化、生業や地域コミュニティの変化等社会構造が大

きく変化したが、これらは従来のトレンドが先取りされたものでもあり、災害は、社会構造の変

化を加速化する特性を有するとも言える。 
 復興計画の策定に当たっては、これまでの変化をしっかりと捉え、さらに先の時代の変化を積

極的に先取りしつつ、それぞれの地域が有する魅力や地域資源、そしてこれらを活かした将来の

まちづくりにおける基本的な方針等を盛り込んだ、適正かつ明確なビジョンと、これに向けたロ

ードマップを、地域と一体となって確立・共有することが重要である。 
 また、これら明確なビジョンとロードマップは、多少の不確実性は有していても、できるだけ

迅速に提示することで、少なくとも個々人の先が見えない不安を少なからず解消し、遅々として

いる復興という認識を緩和し、さらには住民の意向を安定化させることにも資するものである。 
 
 
 

i. 宮城県石巻市の湊地区では、早期の生活再建のため、市域全体ではなく地区ごとの復興方

針やスケジュールについて提示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例 

i.)湊地区（宮城県石巻市） 
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（３）集落・世帯レベルから個人レベルまでの意向把握と情報提供 

 復興計画を受けた復興まちづくり計画及びそれを具体化する事業計画における計画規模の設定、

土地利用計画の策定のためには、住民の意向を丁寧かつ的確に把握した上で立案することが重要

であり、東日本大震災の被災地においても、様々な意向把握のための取組が行われた。 
 意向把握においては、一般的には、まずは住民全体を対象とした説明会等、住民が集う場で様々

な意見や意向を把握することになる。 
 一方で、個々の置かれている環境も様々であること、全体の場では意見がしにくいこと、世帯

内でも意見が異なることが多いこと等も踏まえる必要がある。 
 このことから、個別面談等を通じて一人一人の意向を把握するといった、個人レベルでの意向

把握や、家族全員を対象とした面談やアンケートなど家族レベルでの意向把握、家族間での話し

合いを促すような取組の実施、さらには、フォローアップとしての相談窓口の設置等、様々なア

プローチによる意向把握を進めることが重要である。 
 
 さらに、意向把握に当たっては、地域の将来像や人口動態・計画規模といった計画内容から、

具体的な事業制度、個人への具体的な支援策まで、将来を考える上での前提となる内容を情報提

供することで、個人がより容易に将来設計することができるようにするとともに、段階的・継続

的に意向調査を進めることにより、より被災者の意向を明確に把握できるようなプロセスを進め

るべきである。 
 一方で、地域の将来を検討するに当たっては、個人レベルでの意向とともに、地域コミュニテ

ィ総体として、自らの集落の将来をどのように考えるのか、という観点から、集落の将来を皆で

考え、今後の方向性をとりまとめていくような、集落レベルでの意向把握も併せて重要である。 
  
 

i. 宮城県石巻市の北上地区では、専門家やボランティアの協力のもと、主婦層を中心とした

意見交換を実施。生活の視点に立った細やかな意見や、近隣世帯との関係性など「家族」

単位での意見・検討が可能となり、愛着をもって生活再建できるような復興まちづくりの

ベースとなった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

事例 

i.) 宮城県石巻市 

（提供：今野照夫様） 

ワークショップで話し合われたテーマ一例 
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ii. 宮城県東松島市では、震災から１ヶ月という早い時期から防災集団移転促進事業を検討

し、被災者に、具体的な再建費用など明確な再建プランを提示したことにより、早期の事

業化を実現した。（H23.4.11 東松島市「東日本大震災」復旧・復興指針） 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

ii.) 宮城県東松島市 
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（４）意向変化への対応 

 東日本大震災における住民の意向は、発災直後においては将来に対する不透明感や、復興計画

や復興まちづくり計画の与条件となる制度等の流動性から、またその後においても個々人の事情

や環境から、さらに事業着手後は復興の目に見える形での具体化などから、住民の意向は時間的

にも内容的にも変化をしてきた。 
 今後の震災においても、このような意向変化を前提として、各計画の策定に取り組む必要があ

り、過去の震災における事例把握のほか、復興事前準備における住民意向調査の実施などにより、

意向変化を予測するとともに、復興計画まちづくり計画や事業計画も意向変化に対応して土地利

用計画や事業の見直しができるような工夫を行うことが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

【意向把握と事業計画反映の流れのイメージ（全体像）】 
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（５）意向把握における時間軸の考え方 

 東日本大震災においては、各市町村とも、市街地復興事業の具体化までに、概ね２年程度を要

している。速やかな復興の実現が求められる一方で、住民の方々にとっては、発災後１年程度と

いうのは、まだ生活の落ち着きも取り戻せていない場合も多く、２年程度を経過する中で、個々

人が落ち着いて将来のこと、住宅再建を考えられるようになる期間とも考えられる。 
 一方で、スピード感と計画の熟度とは、常にトレードオフの関係にある。早期の復興事業の着

手が望ましいが、被災者が生活や住宅再建を考える期間を考慮しつつ意向把握を行うことにより、

計画内容も適正なものとなると考えられる。 
 そこで、時間をかけて意向を詳しく把握することや、調査を繰り返し実施することの重要性を

踏まえつつ、同時に、復興計画や復興まちづくり計画の策定を早く進めていくこととの両立を図

るために、計画策定のスケジュールにおいて、被災者が自らの生活や住宅再建を考えるサイクル

と、行政の復興計画を復興まちづくり計画、事業計画へと具体化していくサイクルを合わせてい

くことに留意する必要がある。 
 
  

i. 岩手県釜石市、岩手県大船渡市、宮城県山元町の住宅再建意向の変動をみると、1 年目は

無回答や未回答が多く、被災した年のうちには意向が決められない住民が多いと推察さ

れる。2 年目には災害公営住宅の希望が増える傾向があり、当初は自己再建を考えたが、

状況をみて難しいと判断する住民が増加したと推察される。一方、公的事業によらない自

力再建は、時間の経過とともに増加する傾向が伺われる。 
 

 

 

 
  

参考 

（第２回検証委員会 米野委員説明資料抜粋） i.) 住宅再建意向の変動実態             
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（６）データに基づく計画策定のあり方  

 復興計画や復興まちづくり計画の策定に当たっては、例えば現在の土地利用状況や建物現況、

インフラの整備状況から、そのまちの歴史や過去の被災状況、さらには様々なハザードごとに数

値シミュレーション等を通じて得られる想定される被害等、多角的なデータが必要となった。 
 このため、平時からこれらのデータを収集・分析するとともに、これらデータに基づいた避難

計画や避難訓練の実施、自治体を超えた広域的な計画調整等、データに基づく取組を進めていく

べきである。 
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（７）仮設のまちづくりとの関係について 

応急仮設住宅は、避難所の被災者の早期入居、また、恒久住宅への転出を早期に実現し、その

役割を終えるべき住宅とされている。応急仮設住宅における生活期間は、被災者の住宅再建を検

討する期間でもあり、その場所やコミュニティは復興計画、復興まちづくり計画の策定に大きな

影響を与える。なお、応急仮設住宅については、例えば後から改修して恒久的に利用できるよう

にする、あるいは、当初の設置場所での使用を終えた後に、移転させ新たな用に供するような活

用も見られた。 
また、東日本大震災においては、民間の賃貸住宅等を借り上げて供与する、賃貸型応急住宅（い

わゆる「みなし仮設住宅」）が多く活用された。特に、従来の行政による提供に加えて、被災者が

自ら探した物件も借上げる措置が設けられ、地区外においても仮設住宅が増加した。 
これら賃貸型応急住宅が地区外に用意された場合、①住民が遠地に居住することにより復興計

画の作成に当たっての意見把握が難しくなること、②恒久的な住まいについても地区外に設けて

しまうことが多くなること、等の特徴があり、復興計画や復興まちづくり計画の策定に当たって

は、これらについても、様々な影響を考慮していく必要がある。 
  
 

i. 東日本大震災では、賃貸型応急住宅が多いのが特徴であるが、地域毎に必要な数を建設す

るプレハブ等の建設型応急住宅とは異なり、賃貸型応急住宅では既存の空き賃貸住宅を

活用することから、物件が確保できる地域へと市町村を越えた移動が発生している。 
 

 
  

参考 

i.) 住宅再建意向の変動実態             
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４. 復興事業の進め方  

復興まちづくり計画に基づく復興事業の実施については、どのような市街地を形成するのか

という「地区別の土地利用方針（復興パターン）」における検討と、具体的にどのような事業手

法をとるべきかという「基盤整備方針（事業手法の活用方針）」があり、さらに事業後の「市街

地の活用と維持管理」とに大別される。 

 

（１）復興事業全体の流れ  

東日本大震災における復興事業は、大きくは、①発災直後から復興計画策定に向けた動きが具

体化するまでの「初期対応段階」、②復興計画を施策ごとに具体化する中で、主として被災地域

での復興まちづくりに関する復興パターンや基盤整備方針等をまとめて「復興まちづくり計画」

に落とし込んでいく「調査計画段階」、③復興まちづくり計画をもとに個別の市街地復興事業の

具体的な計画を作り込んでいく「事業計画段階」、④事業計画に基づいて事業を実施する「事業

実施段階」、⑤事業が完了し、実際にまちが使われていく「事業完了段階」というような流れで

実施される。 
 
 

 
 

  

【復興事業全体の流れ】 
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（２）地区別の土地利用方針（復興パターン）での復興市街地の計画 

（特徴） 

東日本大震災における復興市街地の土地利用計画を検討するに当たっては、津波シミュレーシ

ョンに基づく居住可能な範囲の設定や、地理的条件、地域特性、既存のマスタープラン等に応じ

て計画策定が進められた。 
その上で、東日本大震災の復興事業は、大きく分けて、①現地再建（堤防等により安全性を高

めた上で、現位置で市街地を再建）、②嵩上再建（被災前の市街地を嵩上げし、安全性を高めて

再建）、③新市街地整備（高台等に新たな市街地を整備し、都市機能を移転）、④嵩上再建＋高台

移転（嵩上げに加え、一部は高台移転、現地再建等と組み合わせ）の４パターンに分類できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
主として、①現地再建は、一定の規模を有し、堤防整備等により市街地の安全の確保が可能な

平野部の中心市街地等において、②嵩上再建は、中心市街地等における、基本的には限定的な区

域において、また③新市街地整備は、壊滅的被害を受けた被災地からの居住機能の移転先として、

また④嵩上再建＋高台移転は、生活再建と産業再生等を勘案しつつ、様々な土地利用の具現化策

として、それぞれ活用されてきた。 
 

【復興事業のパターンイメージ】 
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（留意点） 

復興市街地の計画については、対象とする災害や地形等から、複数の計画のパターンが考えら

れる。さらに、例えば、当初は全域を嵩上げし、住宅地とすることを検討しつつ、その後の検討

の中で、海側は嵩上げを行わず産業用地に、山側はコンパクトに嵩上げし住宅地とすること等、

多様な選択肢を取りうる。 
これらを踏まえ、地区単位で複数のパターンを比較考量しつつ、また様々なパターンを地域に

提示しつつ、その立案を進めることが重要である。 
市街地の形成に当たっては被災者の意向を踏まえて、既存市街地・集落の居住空間や生活機能

の活用や連携、道路や防潮堤等の他施設との関係を検討した上で市街地形成のあり方を検討して

いくことが重要である。 
 
 

  

事例 

i.) 現地再建  

中央二丁目地区（宮城県石巻市） 

（区画整理） 

ii.) 嵩上再建  

田老地区（岩手県宮古市） 

（防集＋区画整理） 

高台に住宅団地を整備 

区画整理により嵩上げ等を
行い安全な市街地を整備 

（宮古市より提供） 

ⅳ.) 嵩上再建＋高台移転 

中心部地区（宮城県女川町） 

（防集＋区画整理＋津波拠点） 

iii.) 新市街地整備  

野蒜北部丘陵地区（宮城県東松島市） 

（防集＋区画整理） 

（宮城県より提供） 
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（３）復興市街地の事業手法の選定等について  

（特徴） 
 復興市街地の事業手法は、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業

等、様々な事業があり、東日本大震災では、同一の事業手法であっても様々な目的・使われ方が

なされた。例えば、土地区画整理事業は、移転の受け皿整備、嵩上げ造成地整備、既存市街地の

再整備、移転元地の再生整備等様々な場で使われ、また、防災集団移転促進事業は、被災者の意

向に応じた移転地選択、多様な団地整備が可能な自由度の高い制度となっている。 
 また、例えば高台への移転を防災集団移転促進事業により実施し、併せて移転跡地の土地利用

転換を土地区画整理事業により行う、防災集団移転促進事業による住宅地の提供と区画整理事業

等による生活サービス機能の提供を組み合わせて行うなど、複数の事業を組み合わせて活用され

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【市街地復興事業の適用の基本的考え方と事業の特色】 
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i. 岩手県大槌町の町方地区では、嵩上げ範囲を駅中心に絞り、土地区画整理事業と津波復興

拠点整備事業でコンパクトな市街地を再整備。嵩上げしない臨海部は災害危険区域を指

定して土地利用規制し、防集事業により住宅を移転。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（留意点） 

このように、復興市街地の整備に当たっては、事業から考えるのではなく、整備する復興市街

地の計画に合わせて、事業手法を様々に活用する、又は複数の事業を組み合わせて活用する等の

検討が重要であると考えられる。 
 また、事業を実施する過程においても、被災者意向はなお変化することが想定されることから、

換地を前提とする土地区画整理事業の事業区域（特に、比較的大きい投資を要すると見込まれる

嵩上げ等盛土造成を行う区域）は必要最小限にとどめる、防災集団移転促進事業、津波復興拠点

整備事業等の買収型事業と組み合わせるとともに、段階的実施や、事業中であっても事業の組み

換え等、を行うなど、柔軟性を持たせることが重要である。 
 
  

i. 岩手県大船渡市では、発災直後、事業化前、換地設計時、宅地完成時など、段階的・継続

的に、意向調査を実施することで、事業のフェーズごとの意向を把握。点在する売却希望

者の土地を区画整理の申出換地により集約し、そのエリアを津波復興拠点区域に含めて

売却意向に応えるといった事業の組合せにより、権利者意向を柔軟に事業に反映した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例 

i.) 町方地区（岩手県大槌町）〔嵩上再建〕 

事例 

i.) 大船渡駅周辺地区（岩手県大船渡市） 

津波復興拠点整備事業 

土地区画整理事業 
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ii. 宮城県名取市の閖上地区では、個別面談結果に基づき、住宅再建場所や土地の売却意向に

対応するため、嵩上げによる住居系の区画整理の区域を縮小。除外地区は防災集団移転促

進事業で買い取り、嵩上げしない産業用地として別の区画整理を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【意向把握の流れ】 

ii.)閖上地区（宮城県名取市） 
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iii. 福島県いわき市の薄磯地区では、仮換地申出に係る個人面談において、売却後や換地後の

生活再建プランの想定を正確に伝え、地権者の判断材料を具体的に提示することで、換地

計画の手戻りや、その後の権利者意向の変化を防いだ。 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

（第２回検証委員会 永井委員説明資料抜粋） iii.)薄磯地区（福島県いわき市） 
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（４）復興事業後の市街地の活用と維持管理 

（特徴） 
 東日本大震災の復興市街地においては、土地活用率が低い地区もあるが、事業期間と事業後の

土地活用率との間に顕著な相関は見られず、土地活用率は、地域の特性、被災者の属性、土地利

用計画の内容等の複合的な要因の組み合わせによると考えられる。また、事業後においても、土

地活用に向けて、地域の産業施策の検討や、変化に応じた土地利用ニーズとのマッチングなどの

取組が進められている。 
（留意点） 
 復興市街地の計画においては、具体の事業手法の検討に至る前に、実際の利用ニーズ等を踏ま

えた、適正な規模・内容を有する計画を立案することが重要であり、事業中においては、意向の

変化に対応した土地利用計画の見直しを図ることが重要である。さらに、事業後においては、土

地利用ニーズの掘り起こし・需要喚起、あるいはマッチングなど、平時のまちづくりとしての取

組を不断に続けることが重要である。 
 また、事業後の土地の活用を高め、マネジメント時代におけるまちづくりを進める観点から、

今後は、１）土地の利用ニーズを柔軟かつ積極的に受け止めることができるような事業制度のあ

り方、２）既成市街地の未利用地の利活用など既存ストックをより活用できるような事業制度の

あり方、３）移転後の使いやすい土地利用に資するような移転元地を整序する仕組みのあり方、

さらには、４）これら事業制度において、あえて積極的な土地利用を行わないような選択肢等に

ついて、検討を進めるべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※土地活用率は令和 2 年 12 月末現在の数値 

〔現地再建〕                     〔嵩上再建〕                〔新市街地整備〕    〔嵩上再建＋高台移転〕 

全域完了～換地処分

仮換地～全域完了

事業認可～仮換地

都決～事業認可

発災～都決

【事業期間と土地活用率との関係】 
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i. 福島県いわき市では市内の宅地不足や土地高騰化を踏まえ、子育て世代を招き入れ、地

元に賑わいを取り戻すために、空き宅地情報の提供や住まいづくりのアドバイス等を行

っている 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ii. 宮城県気仙沼市では、市が土地活用を希望する土地所有者に対して、土地を探している

事業者や個人等を紹介し、マッチング後の契約交渉は契約者同士に任せることで簡略的

なオープンマッチングを実現し、円滑な土地利活用の促進に繋げた。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例 

i.) 地元組織主体の情報提供や広報（福島県いわき市豊間地区） 

ii.) 復興まちづくり事業者等エントリー制度（気仙沼市鹿折・南気仙沼地区） 
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iii. 岩手県大槌町では、宅建協会と協定締結し、役割分担のもと、マッチングから契約交渉

まで宅建業者と契約者同士に委ね、行政の関与を低減したオープンマッチングを実現し

た。加えて、本制度を利用した場合に宅地取得費用と住宅建設費用の補助が受けられる

制度を併せることにより、土地区画整理事業地内の空き地の解消を図った。 
 

 

 

 

  

iii.) 利用意向把握と土地利用バンク（岩手県大槌町町方･赤浜･安渡･吉里吉里地区） 
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５. 各事業の特徴と留意点について 

（１）防災集団移転促進事業 

（特徴） 

 防災集団移転促進事業は、居住者の土地を買収するとともに、住宅団地への住宅の移転を目的

とする、用地買収型の、かつ、都市計画決定を要しない任意事業型の仕組みであり、迅速な事業

着手や、柔軟な計画変更ができる仕組みとなっている。 

 また、移転者の移転先の自由度を高める方策として、住宅団地外への移転者に対しては、防災

集団移転促進事業で土地・建物を買収しつつ、がけ地近接等危険住宅移転事業を併用することで、

移転経費への支援を行うことも可能であり、被災者の多様な住宅再建意向に対応するような運用

が図られている。 

 さらに、住宅団地は公費により整備されるため、移転者の居住促進のためにも、住宅用地を低

廉な価格で移転者に貸与するような運用が行われた。また、移転先として新たな住宅団地を造成

するのではなく、既存集落に散在する未利用地等を移転先とするような、スポンジ化した既存集

落への「差し込み」など、既存ストックを活用した移転先の確保といった工夫も行われた。 

 

 

i. 岩手県大船渡市の越喜来（浦浜）地区では、防災集団移転促進事業により、新規の住宅団

地造成と、スポンジ化した既存集落への差し込み移転を併用し、コミュニティを維持。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.) 越喜来（浦浜）地区（岩手県大船渡市） 

事例 

既存集落に差し込んだ防集事業用地に再建された住宅 

既存集落に差し込んだ防集事業用地 
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（留意点） 

 防災集団移転促進事業は、迅速・柔軟で、多様な被災者のニーズに対応可能な仕組みであり、

これらの特徴を活かし、被災者の住宅再建意向に沿った活用が望まれる。 

一方で、この活用に当たっては、将来的にも安定的に後継利用がなされるような一定の人口集

積規模やアクセス性を備えること、小規模な集落の場合は生業の育成策と連携することなど、持

続可能性の観点を踏まえた、適切な規模の設定を行うべきであり、例えば、複数の小規模集落を

コンパクトに集約した移転先の整備等について検討されることが望まれる。 

 また、エリアごとの土地利用計画から、個々の敷地まで、実際の「利用」のニーズ・需要に叶

う、そして、魅力ある地域となるような計画内容とすることが重要なことから、住宅団地の整備

に当たっては、敷地規模等がニーズに即したものとなること、公共施設から民間建物まで、地域

にマッチした魅力あるデザインを提供するなど、利用を軸に置いた整備を行うべきである。 

 また、あくまで防災集団移転促進事業は、住宅の移転を目的とするものであるため、産業育成

や、行政機能・商業機能の確保等、総合的なまちづくりを進めるためには、津波復興拠点整備事

業により都市の拠点的機能を用地買収型で迅速に立ち上げる、また土地区画整理事業等と併用し

民間による都市機能の立地を図るなど、各種事業の連携を図ることが好ましい。 

 さらに、防災集団移転促進事業の移転元地の利用に当たっては、虫食い的な所有関係が課題と

なっており、より円滑な土地活用を促進すべく、農地と宅地の整序を通じてより使いやすい農地・

宅地を整備するなど、移転後の土地利用に資するような宅地を整序する仕組みのあり方等につい

て検討を進めるべきである。 

 

 

 

i. 岩手県大船渡市の越喜来（浦浜）地区では、復興整備事業を実施するために公有地と民

有地とを交換する際の登録免許税を免税とする特例（2016 年創設）を活用し土地の集約

化を進めるとともに、同市が民有地、公有地の一体利用の調整や、企業による地元説明

に対する協力など積極的な誘致活動を行うことで、イチゴの生産・担い手育成拠点施設

の立地を実現している。 

  

 

事例 

i.) 越喜来（浦浜）地区（岩手県大船渡市） 

（大船渡市より提供） 

イチゴの生産・担い手育成拠点施設 

計画図 

事業完了後 
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（２）土地区画整理事業 

（特徴） 

 土地区画整理事業は、既存の権利関係を保全しつつ、インフラ整備や宅地の整序を行った上で

権利者に土地を戻すことのできる事業手法であり、被災地においても、現位置での市街地再建を

実現するための重要なツールとして活用された。 

 また、従前市街地で混在していた土地利用の用途の純化や、防災集団移転促進事業や津波復興

拠点整備事業等の事業用地の集約・整序、新たに開発する高台と従前市街地との土地の交換（い

わゆるツイン区画整理）など、様々なスケールでの用地交換のツールとしても活用された。 

 さらに、甚大な津波被災地で必要な要件を満たした場合には、通常の土地区画整理事業では対

象とならない宅地部分の嵩上げに対する支援が認められたことにより、より安全性の高い市街地

創出のツールとしても活用された。 

 被災地における土地区画整理事業は、上記のような特徴を生かし、高台移転の受け皿としての

宅地整備、スポンジ化しつつあったまちの集約化や従前市街地の面影の継承、にぎわいや産業の

拠点の創出、嵩上げによる既存市街地の安全性の向上など、被災地の多様なニーズの実現に寄与

してきた。 

 また、現地再建希望者への換地と併せ、買収型事業との組合せや公共施設用地としての取得等

により、地区内の被災者の土地の売却意向にも一定程度応えるなど、多様な再建意向に対応した

運用が図られた。 

 

（留意点：これからの区画整理の基本的方向） 

 土地区画整理事業は本来「所有」を基礎とした、空間「整備」の調整を目的とした制度である

が、持続可能なまちとしての復興を目指す被災市街地復興土地区画整理事業においては、空間「利

用」の調整も視野に入れて計画し、事業を進めていくことが一層重要となる。このため、事業後

の売却・賃貸意向に基づいて土地を集約換地し、売却予定地は大きくまとめ、賃貸部分について

はエリアマネジメント組織を立ち上げて土地の共同利用の体制を構築するなど、土地の交換分合、

集約化が可能といった特徴を活かし、新たな社会ニーズに対応した宅地の整備が図られるように、

事業の初期段階から取り組むことが望ましい。 

 

 

i. 岩手県大船渡市の大船渡駅周辺地区や宮城県女川町の中心部地区では、土地区画整理事

業と津波復興拠点整備事業を組み合わせてにぎわい拠点の基盤を整備すると同時に、ま

ちづくり会社を立上げ、当該まちづくり会社が核となって施設管理やテナント募集、イベ

ント開催などのエリアマネジメントを行い、にぎわいの創出を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 

i.) エリアマネジメント 

キャッセン大船渡 

女川駅前レンガみち周辺 

（平成 30 年度都市景観大賞 国土交通大臣賞受賞） （出典：大船渡市） （宮城県提供） 
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（留意点：事業のスピードについて） 

事業期間については、換地の手続きを要するため平均事業期間は買収型の事業と比べれば長い

ものの、加速化措置等の活用や特殊工法の導入等により通常の土地区画整理事業の約1/4に短縮さ

れており、事業の規模や難易度からみれば短期間で実施された。 

事業期間の短縮のためには、計画段階では、買収型事業との組合せや自主再建の促進等により

土地区画整理事業の事業区域を必要最小限にとどめる、造成に時間を要する嵩上げの面積を必要

最小限にとどめる等の被災地での工夫を活用するとともに、事業段階では、被災地で実施された

早期工事着手の取組（起工承諾、二段階仮換地指定）や所有者不明土地への対応（公示送達）等

の有効な活用を図ることが望ましい。 

一方で、被災者が住宅再建を検討するために必要な時間への考慮や、将来の土地利用を見据え

た土地の集約再編を検討するためには、かけるべき時間をかけることも必要であり、その際には、

懇談会の設置や工程表の提示等、再建に希望が持てる環境づくりや情報発信が一層重要となる。 

 

 

i. 岩手県釜石市の東部地域では、当初は全域を土地区画整理事業とする案を含めて検討し

たが、東部地区は地権者の間で早期再建の意向が強かったことから土地区画整理事業外

での現地再建とし、嬉石松原地区は換地による地図混乱の解消も見込んで土地区画整理

事業を選択した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 

i.) 岩手県釜石市東部地域 
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（留意点：事業の柔軟性について） 

換地設計が定まってしまうと大きな変更が難しくなる土地区画整理事業の特性を踏まえ、時間

経過に伴う被災者意向の変化に対応できるよう、事業地区や工区を分割して実施する等の工夫も

重要である。 

 

 

i. 宮城県石巻市の新蛇田地区では３地区に区分した区画整理区域とし、需要を見ながら各

地区を段階的に認可した。また、災害公営住宅への再建希望の変化を受けて、住宅団地の

規模を縮小した。 

ii. 宮城県女川町の中心部地区では、一体的に整備される地区の中でも、需要が確実で土地利

用が明確かつ早期造成可能な地区から先行的に事業認可を取ることで、３年以内の住宅

再建を可能にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例 

i.)新蛇田地区、新蛇田南地区、新蛇田南第二地区（宮城県石巻市） 

 ⅱ.)中心部地区、荒立地区、陸上競技場跡地地区（宮城県女川町） 
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（留意点：土地活用率について） 

 現時点の土地活用率は、平均で約７割であり、地区ごとの数字には大きな差が生じている。こ

の点については、被災の度合いや可住地の多寡、当初の計画規模、その後の被災者意向の変化へ

の対応などの多くの要件により地区ごとで異なる結果が生じていると考えられる。なお、事業期

間が長いため被災者の意向が変化し空き区画が発生したという意見もあれば、時間をかけて意見

交換を行ったため土地利用が進捗したという意見もあり、実態として事業期間と土地活用率との

明確な相関は見られなかった。） 

 現在、一部の地区で課題となっている空き区画の問題については、まちは短期間でできるもの

ではないこと、現在の空き地は将来のまちづくりの優良な種地とも捉えられること、自治体や地

権者が今まさに利用について具体的な検討を行っていること等から、現時点の土地活用率で個別

地区の成否を問うことよりも、利活用データの見える化や、空地バンク、事業者エントリー制度

等の先進事例の紹介など、個々の地域の取組への支援に引き続き注力すべきである。 

  

 以上のことをまとめれば、今後の復興事業における土地区画整理事業の活用に当たっては、土

地活用促進の観点から、以下のような被災地における取組のノウハウを継承していくことが重要

である。 

① 計画段階における対応 

・被災者意向を考慮した適切な規模の設定 

 ・防災集団移転促進事業等の買収型の事業と組み合わせた適切な区域設定 

・将来の土地利用を見据えた土地利用計画・換地計画の工夫（エリアマネジメント組織による

土地の共同利用も視野に入れた検討） 

・社会情勢の状況の変化、被災者の土地活用意向の変化に対応可能な工区設定、段階的な事業化 

② 事業段階における対応 

・土地所有者の意向の変化に対応した計画の見直し（換地の見直し、申出換地等により売却・

共同利用意向の土地を集約等） 

・エリアマネジメント組織の設置等の取組の実施 

③ 事業後半、事業後 

・土地情報の見える化、土地所有者と利用者とのマッチング（空き地バンク等）など、土地活

用のための取組の実施 
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（３）津波復興拠点整備事業 

（特徴） 
津波復興拠点整備事業は、東日本大震災を受けて創設された用地買収型の事業である。同じ買

収型の防災集団移転促進事業が住宅の移転及び整備を中心としているのに対し、住宅用地だけで

なく公益施設や業務施設等の用地の整備を対象とし、土地の嵩上げに対する支援も行われたこと

から、復興の中心拠点となる市街地を早期に整備するツールとして活用された。 
事業の使われ方としては、単独事業によるスポット的な拠点整備のほか、土地区画整理事業に

よる事業用地の集約換地を伴った一体的な市街地整備、防災集団移転促進事業の住宅団地との一

体整備など、被災自治体の状況に合わせた多様な運用が図られている。 
 
 

 

i. 宮城県南三陸町の志津川東地区では、壊滅的な被害を受けた病院、役場等のまちの骨格と

なる施設のほかに、住宅を移転し都市機能を維持するための拠点市街地を整備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

（留意点） 
この事業は、商業施設整備、工業施設整備、公益施設整備、これらの複合的整備など、自治体

の状況に合わせて多様な使われ方がされており、都市機能の被災状況や、復興市街地の拠点とし

て求められる機能の検討を踏まえつつ、事業の活用を考えていくことが必要である。 
一部自治体においては、住宅宅地整備にも活用され、基盤整備後の用地分譲を目的とした「再

分譲方式」ともいうべき運用が行われた。こうした手法は、土地区画整理事業に代わるスピーデ

ィな市街地再編の事業手法となり得る反面、予定どおり分譲が進まない場合は、自治体が空き地

リスクを負担することとなり、その運用に当たっては注意が必要である。 
  

事例 

ⅰ.）志津川東地区（宮城県南三陸町） 
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６. さいごに 

東日本大震災という我が国にとって未曽有の大災害からの復興に向かって、これまで関係者

が懸命な努力を重ねられてきた。正解がない中で常に最善の策を検討し、困難な中にあっても

被災者の意向をしっかり把握し、柔軟な計画変更や、迅速な事業実施に努めてきた結果、現在

の人々の住まいや生活、まちの賑わいが生み出されていることが、委員会の議論において再認

識することができた。改めて関係各位に敬意と感謝を表したい。 

その一方で、虚心坦懐に事業の経過を見つめ直す中で、反省の上に立った将来への貴重な示

唆を与えて頂いた議論でもあった。そこで本稿では、大災害は、人口減少・高齢化といった社

会のトレンドを加速させること、平時の問題として不断に地域の将来ビジョンを検討すること

こそが次の復興につながることなどをはじめ、基本的考え方から具体的な事業論まで、議論の

成果を取りまとめたところである。 

 

本研究会で得られた成果を概括すると以下のとおりである。 
（１）市街地復興事業の成果 

東日本大震災から今年で10年を迎えるが、市街地復興事業は令和2年12月末に全ての宅地の

造成が完了した。復興・創生期間内で完成するとともに、全体として見れば、多くの地区で土

地活用が図られているなど、東日本大震災からの復興に一定の役割を果たしてきた。 
（２）見えてきた課題 

一方で、被災者の意向を踏まえて事業規模を検討する中においても、人口減少をどう考える

か、持続可能なまちの規模をどう確保するかといった難しい判断を迫られるとともに、時間と

ともに変化する被災者の意向への適時適切な対応、地区によっては未利用地の問題が顕在化す

るなど、いくつかの課題・教訓が浮かび上がってきている。 
（３）東日本津波被災地に学ぶノウハウ 

事業規模については将来的な人口減少のトレンドを踏まえた、持続可能な規模とするととも

に、被災者の意向把握についても、生活再建のプロセスに応じた適切なタイミングで十分な情

報を提供しつつ、世帯単位ではなく一人一人の意向を丁寧に把握することが重要である。 
さらに、被災者の意向も変化することから、これに対応するための柔軟な事業の取り組みが

必要であるとともに、土地利用ニーズや持続可能性を考慮した事業運用や、事業終了後におい

てもエリアマネジメントを継続する取組が有効である。 
（４）今後の復興まちづくりへの教訓 

大災害は社会トレンドを加速させることを意識し、まちの将来像を平時から真摯に検討して

いくことが、被災時の復興計画の素地となり得る。 
その上で、大災害が起こる前に、基礎情報の収集・分析、被災後の復興まちづくりを考えな

がら、立地適正化計画等を活用しつつ、持続可能な将来のまちづくりの検討をしっかり進める

ことが重要である。 
 

災害とともに生きる我が国において、この取りまとめが、今後の復興まちづくりの一助とな

ることを期待するものである。 


